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信州友愛ロータリークラブ定款 
 
（定 義） 
第 １条   本条の語句は本定款で使われる場合、他に明確に規定されない限り、次の意

味を持つものとする。 

１． 理事会：本クラブの理事会  

２． 細則：本クラブの細則  

３． 理事：本クラブの理事会メンバー  

４． 会員：名誉会員以外の本クラブ会員  

５． RI：国際ロータリー  

６． 年度：７月１日に始まる１２カ月間  

（名 称） 

第 ２条   本会の名称は、信州友愛ロータリークラブとする。  

（クラブの目的） 

第 ３条   

本クラブの目的は、次の通りとする。 

      (a) 「ロータリーの目的」の達成を目指すこと 

     (b) 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること 

     (c) 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること 

     (d)  ロータリー財団を支援すること 

     (e) クラブレベルを超えたリーダーを育成すること 

（クラブの所在地域） 

第 ４条   本クラブの所在地域は、次の通りとする。 

     長野県を中心とする全世界    

    

（目 的） 

第 ５条  ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理想を奨励し、こ 

れを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある。 

１．知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 

２．職業上の高い倫理基準を保ち役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し,

社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業高潔なものにするこ

と。  

３． ロータリアン一人一人が、個人として、また事業及び社会生活において

日々、奉仕の理念を実践すること。  

４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理

解、親善、平和を推進すること。  
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（五大奉仕部門） 

第 ６条  ロータリーの五大奉仕部門は、本クラブの活動の哲学的および実際的な規準

である。 

１． 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるた 

めに、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。  

２． 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を

高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あ

らゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つもの

である。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事

業を行うこと、そして、自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立

てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。 

３． 奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内

に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、

会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。 

４． 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じ

て、さらには、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる

活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や

慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、

親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。 

      ５．奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジ 

ェクト及び国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を 

深め育む交換プロジェクトを通じて、青少年並びに若者によって、好ま 

しい変化がもたらされることを認識するものである。 

（会 合） 

第 ７条 

第１節 ― 例会 

     (a) 日および時間：本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の週 

の会合を開くものとする。 

     (b) 会合の方法：例会は直接顔を合わせるか、電話で、オンラインで、または

オンラインの参加型を通じて開催する事が出来る。参加型の会合は、参加

型の活動が掲載される日に開かれるとみなされるものとする。 

(c) 会合の変更：正当な理由のある場合は、理事会は、例会を、前回から次回

の例会の間のいずれかの日、定例日の他の時間、または他の場所に変更す

ることが出来る。 

(d) 取消：例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることが出

来る。 

⑴ 祝日に当たる場合、またはその週に祝日が含まれる場合 

⑵ クラブ会員が死亡した場合、 

⑶ 全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、 

⑷ 地域社会での武力紛争がある場合 

理事会は、ここに列記されていない理由であっても、１年に４回まで例会
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を取りやめることが出来るが、３回を超えて続けて例会を開かないような

ことがあってはならない。 

     (e) 例外：細則には、本節に従わない規定を含めることが出来る。 

       但し、クラブは少なくとも月に２回例会を行わなければならない。 

 

第２節 ― 年次総会 

     (a) 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告及び前年度の財

務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年 

１２月３１日までに開催されるものとする。 

   第３節 ― 理事会の会合 

     理事会のすべての会合後６０日以内に、書面による議事録を全会員が入手出来 

るようにすべきである。 

（会員身分） 

第 ８条  

第１節 ― 全般的資格条件 

本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、

専門職務、および（または）地域社会で良い評判を受けており、地域社会

および（または）世界において奉仕する意欲のある成人によって構成され

るものとする。  

第２節 ― 種類 

本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の２種類とする。  

第７条第１節(e)に従って他の会員の種類を設けることが出来る。これら

の会員は、正会員又は名誉会員として、RIに報告される。 

第３節 ― 正会員 

RI定款第５条第２節の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶこと

が出来る。  

   第４節 ― 二重会員の禁止 

(a) 本クラブと本クラブの衛星クラブの以外の別のクラブに所属することは 

出来ない。 

(b) 本クラブにおいて、名誉会員になることは出来ない。 

   第５節 ― 名誉会員  

       本クラブは理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことが出来る。 

       名誉会員は以下の資格を満たすものとする。 

(a) 会費の納入を免除される 

(b) 投票権を持たない 

(c) クラブのいかなる役職にも就かない 

(d) 職業分類を保持しない 

(e) 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる

特典を享受することができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利また

は特典も認められないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてで

はなく他のクラブを訪問することは出来る。 
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   第６節 ― 例外 

       細則には、第８条第２節及び第４から６節に従わない規定を含めることが 

       出来る。 

（クラブの会員構成） 

第 㸷条 

第１節 ― 一般規定  

 な活動。各会員は、その事業、専門職務、または社会奉仕の種類に従っ 

て分類されるものとする。職業分類は会員の会社、業、団体のせかつ 

一般世間が認めている事業活動を示すものか、本人のせかつまた一般世 

間が認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の 

種類を示すものとする。 

第２節 ― ከᵝなクラブの会員基┙ 

       本クラブの会員基┙は、年㱋、ᛶ別、及びẸ᪘的ከᵝᛶを含め、地域社会 

       の事業、専門職務、職業、及びᕷẸ組⧊のከᵝᛶを表すものであるべきで 

ある。 

（出 席） 

第１０条  

第１節 ― 一般規定 

各会員は本クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、

及びその他の活動に参加するべきである。 

会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、 

（a）その例会時間の少なくとも60ࣃーࢭントに直接、オンラインで出席 

する。 

(b) 会合出席中に意にその場をཤらなければならなくなり、その後 

㏥席がጇ当であると示す༑分な理由をクラブ理事会にᥦ示する。 

(c) クラブの࢘ェブࢧイトに例会が掲載されてから１週間以内に定例の

オンラインの会合又は参加型活動に参加する。 又は、 

(d) 次のような方法でྠじ年度にメークアップする。 

⑴ 他のロータリークラブ、௬クラブ、又は他の衛星クラブのいず 

れかの例会の少なくとも60ࣃーࢭントに出席すること。 

 ⑵ 他クラブまたは他の衛星クラブの例会出席の目的をもって定้

に会場についたとき、当ヱクラブが定例の時間又は場所のおい

て例会を開いていなかった場合。 

⑶ 理事会ᢎ認のクラブの奉仕プロジェクト又はクラブがᥦၐした 

  地域社会の行事や会合に出席すること。 

⑷ 理事会の会合、又は理事会がᢎ認した場合、選௵された奉仕ጤ

員会の会合に出席すること。 

։ クラブの࢘ェブࢧイトを通じて、オンラインの会合又は参加型 

  活動に参加すること。 

֊ ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地

域社会ඹྠ㝲、ロータリー親╬活動、あるいは௬ローターアク
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トクラブ、௬インターアクトクラブ、௬ロータリー地域社会ඹ

ྠ㝲、௬ロータリー親╬活動の例会に出席すること。 または、  

  RI国際大会、規定ᑂ議会、国際協議会、ロータリー◊✲会、RI 

理事会又はRI会長のᢎ認をᚓてᣍ㞟された会合、合ྠࢰーン大 

会、RIのጤ員会会合、地区大会、地区◊ಟ࣭協議会、RI理事会 

の指示の下に開催された地区会合、地区࢞バࢼーの指示の下に 

開催された地区ጤ員会、又は正ᘧにබ表されたクラブの㒔ᕷ㐃 

合会に出席すること。 

第２節 ― 㐲方での務中の長期のḞ席 

   会員が長期にわたって㐲方で業務に従事している場合、会員の所属クラブ 

   と㌿ඛの指定クラブが合意していれば、会員は、㌿ඛにおける指定ク 

ラブの例会への出席が所属クラブの出席の௦わりとなる。 

   第３節 ― その他のロータリー活動によるḞ席 

        (a) 第⑴(d)節に挙ࡆた会合の一つに出席するため、㐺ษな直行日⛬

による の㏵次にある場合 

        (b) 役員又はRIጤ員会のጤ員、TRF⟶理ጤ員として、ロータリーの職務 

に携わっている場合 

        (c) 地区࢞バࢼーの特別௦表として、᪂クラブ結成中、ロータリーの職 

務に携わっている場合 

        (d) RIに㞠⏝されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。 

        (e) メークアップすることができないようなൢ㐲の地で、地区、RI、又

はTRFのᥦၐする奉仕プロジェクトに直接かつ✚ᴟ的に従事してい

る場合 

                (f) 理事会が正当にᢎ認したロータリー職務に従事していて、例会に出 

席で出来ない場合 

   第４節 ― RI役員のḞ席 

会員が現役のRI役員又は現役のRI役員の㓄അ者/ࣃートࢼーである場合、

出席規定の㐺⏝は免除されるものとする。 

   第５節 ― 出席規定の免除 

次のような場合、出席規定の㐺⏝は免除されるものとする。 

        (a) 理事会は正当かつ༑分な理由、条件、及び≧ἣによるものをᢎ認す 

          る 

  (b) 一つ又は」ᩘのロータリー࣭クラブのロータリーṔと会員の年㱋の

合ィが８５年以上であり、少なくとも２０年のロータリアンṔがあ

り、出席規定の㐺⏝を免除されたいᕼᮃを、書面をもって、クラブ

ᖿ事に通告し、理事会がᢎ認した場合。 

   第６節 ― 出席の記録 

本条第５節（a）の下に出席規定の㐺⏝を免除された会員がクラブ例会を

Ḟ席した場合、その会員と会員のḞ席は、出席記録に含まれないものとす

る。本条第４節又は第５節(b)の下に出席規定の㐺⏝を免除された会員が

クラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席⋡
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の⟬出に使う会員ᩘと出席者ᩘに含まれるものとする。 

   第７節 ― 例外 

       細則は、第１０条に従わない規定を含めることが出来る。 

（理事および役員及びጤ員会） 

第１１条 

第１節 ― ⟶理体 

本クラブの⟶理体は、細則に規定される理事会である。  

第２節 ― 権限 

理事会は全役員および全ጤ員会に対して総ᣓ的⟶理権を持ち、正当な理

由がある場合は、そのいずれをも⨭免することができる。 

第３節 ― 理事会による᭱⤊決定 

クラブのあらゆる事項に関して、理事会の決定は᭱⤊的なものであっ

て、クラブに対してᥦッする以外にはこれをそすవ地はない。しかしな

がら、理事会が会員身分の⤊結の決定をした場合、会員は第１３条第６

節の規定に従って、クラブにᥦッするか、ㄪまたは௰にッえること

が出きる。理事会の決定をそすためのᥦッは、理事会が指定した例会に

おいて、定㊊ᩘの出席をᚓて、その出席会員の３分の２の投票をᚲせと

する。そして、当ヱ例会の少なくとも５日前に、ᖿ事が、当ヱᥦッのண

告を各会員に対して与えていなければならない。ᥦッに対するクラブの

決定が᭱⤊決定である。  

第４節 ― 役員 

クラブの役員は、会長、直前会長、会長࢚レクト、ᖿ事、会ィとし、 

１名またはᩘ名の会長も役員に含めることが出来き、これら全員を理

事会メンバーとする。また、会場┘╩もクラブ役員であるが、細則が定

める場合、理事会のメンバーとすることが出来る。各役員と理事は、 

本クラブの⍗⑅なき会員であるものとする。 

第５節 ― 役員の選挙 

(a) 会長を除く役員の௵期 

各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。会長

を除き、各役員は選挙された直後の７月１日に就௵し、選挙された௵期中

または後௵者が選挙されかつ㐺格となるまで在௵するものとする。  

 

(b) 会長の௵期 

会長࣑ࣀニーは、細則の定めるところに従って、会長として就௵する日の

直前１８ࣨ月以上２年以内に選挙されるものとする。会長࣑ࣀニーは、会

長として就௵する前の年度の７月１日に会長࢚レクトとなる。 

    

 

第６節 ― ጤ員会 

       クラブには次のጤ員会を有すべきである。 

      (a) クラブ⟶理㐠Ⴀ 
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      (b) 会員増強 

 (c) බඹイメージ 

 (d) ロータリー財団及び⡿ᒣ財団 

 (e) 奉仕プロジェクト 

  理事会又は会長は、ᚲせに応じて㏣加のጤ員会を௵出来る。 

（入会㔠および会費） 

第１２条  すべての会員は、細則の定める入会㔠および年会費を納入するものとする。 

（会員身分の存続） 

第１３条 

第１節 ― 期間 

会員身分は、次に定めるところによって⤊結しない限り、本クラブの存す 

る間存続するものとする。 

第２節 ― 自動的⤊結  

(a) 例外 

会員が、会員資格条件にḞけるようになったとき、会員身分は自動的に⤊

結するものとする。ただし、会員が本クラブの所在地域外、もしくはその

࿘㎶地域外に⛣㌿するが、ᘬき続きクラブ会員のすべての条件を満たして

いる場合 

(1) 理事会は、会員が本クラブに␃まることをチྍする。 

       （2）᪂しい地域社会にあるロータリークラブを訪問して知り合いになっ 

てもらうために1年以内の期間に限って、出席義務規定の特別免除を 

      (b) 入会  

⍗⑅なき会員の会員身分が本節(a)項の規定によって⤊結した場合、そ 

の人物はྠじ職業分類または別の事業、専門職務、職業、社会奉仕、そ 

の他の職業分類の下に、度᪂たに入会⏦㎸をすることが出来る。  

(c) 名誉会員の会員身分の⤊結 

名誉会員の会員身分は、ᘏ長されない限り、理事会が決定した期間の⤊ 

をもって自動的に⤊結する。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消 

すことが出来る。  

第３節 ― ⤊結 ― 会費ᡶ  

(a) 手続 

期日後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、ᖿ事が、書面をも 

って催告するものとする。催告後１０日以内に会費が納入されなければ 

理事会はその㔞によって会員身分を⤊結することが出来る。 

(b) ᖐ 

理事会は、ඖ会員がせㄳし、クラブに対するすべての㈇മを支ᡶった場

合、ඖ会員を会員身分にᖐさせることが出来る。  

第４節 ― ⤊結 ― Ḟ席  

(a) 出席⋡ 

(1) 会員は、メークアップを含むクラブ例会が少なくとも５０ࣃーࢭン

トに達しているか、年度の各༙期にクラブのプロジェクト、行事、
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その他の活動に少なくとも１２時間参加しているか、又は、バラン

  。の取れた割合でその୧方を満たしていなければならないࢫ

(2) 会員は、年度の各༙期間に本クラブの例会総ᩘのうち少なくとも３

ントに出席、又はクラブのプロジェクト、行事、その他のࢭーࣃ０

活動に参加しなければならない（RI理事会によって定義された࢞バ

 。（ー⿵బは、この義務を免除されるものとするࢼ

規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ༑分な理由があると 

認めない限り、会員身分を⤊結することがある。  

(b) 㐃続Ḟ席 

理事会が正当かつ༑分な理由があると認めない限り、または第１０条 

第４節もしくは第５節に従う場合を除き、㐃続４回例会に出席せず、ま

たメークアップもしていない場合、そのḞ席がクラブ会員身分の⤊結を

せㄳしていると⪃えることが出来る。理事会が会員に通知した後、理事

会は、㐣༙ᩘによって、会員の会員身分を⤊結することが出来る。 

      (c) 例外 

        細則は、第１３条第４節に従わない規定を含めることが出来る。 

第５節 ― ⤊結 ― その他の理由 

(a) 正当な理由 

理事会は、いずれの会員も、本クラブの会員としての資格条件にḞける

ようになった場合、もしくは他に༑分と認められる᰿ᣐがあれば、特に

その目的のためにᣍ㞟された理事会の会合において、出席し投票した全

理事の３分の２以上の㈶成投票によって、その会員身分を⤊結すること

が出来る。本会合の指㔪となるཎ則は、第８条の第１節「四つのࢫࢸ

ト」、及びロータリアンの高い倫理基準とする。 

(b) 通知 

理事会が本節（a）項の下に決定する前に、当ヱ会員は、少なくとも  

１０日間のண告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回 

⟅する機会を与えられるものとする。かかるண告の通達は、㓄達ド明 

౽または書␃㒑౽によって、分かっている᭱᪂のᐄඛに㏦されるも 

のとする。会員は、理事会に出㢌して、自分の立場を㔘明する権利を 

持つ。 

    第６節 ― 会員身分の⤊結にᥦッ、ㄪまたは௰をồめる権利 

(a) 通知 

ᖿ事は、理事会決定後７日以内に、その理事会の会員身分を⤊結又は保

␃させる決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後

１４日以内に、ᖿ事に対する書面をもって、クラブにᥦッするか、又は

ㄪもしくは௰にッえるかを通告することが出来る。ㄪ又は௰の

手続は第１７条に規定されている。 

 

(b) ᥦッ 

ᥦッする場合は、ᥦッを通告する書面を受理してから２１日以内に行わ
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れるクラブの例会において、当ヱ⫈⪺を行うために、理事会はその日取

りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別件につい

て、少なくとも５日間のண告が、書面をもって、全会員ᐄに与えられる

ものとする。ᥦッが⫈⪺される場合には、会員のみが出席するものとす

る。クラブの決定が᭱⤊決定であり、当事者すべてにᣊ᮰力のあるもの

となり、௰をせồすることは出来ない。 

    第７節 ― 理事会による᭱⤊決定 

もしクラブに対するᥦッも行われず、௰もせồされなかった場合、

理事会の決定は᭱⤊決定となるものとする。 

    第８節 ― ㏥会 

会員の本クラブからの㏥会の⏦出は会長又はᖿ事ᐄに書面をもって行

い、理事会が受理するものとする。ただし、当ヱ会員が本クラブに㈇

മがある場合を除く。 

    第㸷節 ― 資⏘関与権の႙ኻ 

いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を⤊結された者は、本クラ

ブに入会した時Ⅼで地ඖの法律の下でその会員がఱらかの権利をᚓて

いた場合、本クラブのいかなる資㔠又はその他の財⏘に対しても、あ

らゆる関与権を႙ኻするものとする。 

   第１０節 ― 一時保␃。  

本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会のぢ解において、 

(a) 会員が、本定款に従うことをᣄྰまたはᛰった、あるいは会員としてふ

さわしくない⯙い、またはクラブに害をもたらすような⯙いをした

という信៰ᛶのある告発がある場合、および、 

(b) これらの告発が立ドされた場合、当ヱ会員の会員身分を⤊結するのに正

当な理由となる場合、および、 

(c) 当ヱ会員の会員身分に関していかなるᥐ⨨も取るべきではなく、その結

果をᚅつ間、または理事会が㐺ษと⪃えるᥐ⨨が᭱ึに取られるべきで

ある場合、および、 

(d)当ヱ会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当ヱ会員の会員身分

を一時保␃とし、当ヱ会員が例会やそのかのクラブの活動への出席

や、いかなる役職や௵務からも除外することがクラブの᭱善の利┈とな

る場合 

理事会は、その３分の２以上の㈶成票によって、理事会の決定するጇ当

な期間（但し、᭱大㸷０日間）と理事会が定めたその他の条件に従い、

会員の会員身分を一時保␃とすることが出来る。一時保␃とされた会員

は、本条第６節に定められる通り、一時保␃についてᥦッする。 

又は、ㄪや௰をồめることが出来る。一時保␃期間中、当ヱ会員は

出席せ件を免除されるものとする。理事会は、一時保␃期間が⤊する

前に、一時保␃となっているロータリアンの会員身分を⤊結する手続き

を取るか、通ᖖの会員身分にᖐさせなければならない。 

（地域社会、国ᐙ、および国際問題） 
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第１４条     

第１節 ― 㐺ษな題 

地域社会、国ᐙおよび世界の⚟♴にかかわるබඹ問題は、クラブ会合に

おけるබ正かつ理解を深めるウ議の対㇟として㐺ษな題である。 

しかしながら、クラブは、いかなるಀ争中のබඹ問題についても意ぢを

表明しないものとする。 

第２節 ― 支持の禁止 

本クラブは、බ職に対するいかなるೃ⿵者も支持または推⸀しないもの

とする。またいかなるクラブ会合においても、かかるೃ⿵者の長所また

は▷所をウ議しないものとする。 

第３節 ― 政的題の禁止  

(a) 決議およびぢ解 

本クラブは、政的ᛶ質をもった世界問題または国際政⟇に関して、ウ議

ないしぢ解を᥇ᢥしたり㓄ᕸしたりしないものとする。またこれに関して

行動を㉳こしてはならない。 

 

(b) Ⴣ願 

本クラブは、政的ᛶ質をもった特定の国際問題の解決のために、クラ

ブ、国Ẹ、政ᗓに対してჃ願しないものとする。また書≧、₇ㄝ、ᥦを

㓄しないものとする。 

 

第４節 ― ロータリーの発⚈を記念して 

ロータリーの立記念日㸻２月２３日の週は、世界理解と平和週間であ

る。この1週間、本クラブはロータリーの奉仕を祝い、これまでの業績

をり㏉り、地域社会と世界中で平和、理解、親善のためのプロࢢラ࣒

に重Ⅼを⨨く。 

（ロータリーの㞧ㄅ） 

第１５条   

第１節 ― ㉎読義務 

本クラブがRI理事会によって免除されていない限り、各会員は、機関 

㞧ㄅを㉎読するものとする。ྠじ住所に住む２名のロータリアンは、 

機関㞧ㄅを合ྠで㉎読することが出来る。㉎読は本クラブの会員とな 

っている限り⥅続し、㉎読ᩱは、理事会が決定した人㢌分ᢸ㔠の支ᡶ 

い日に支ᡶわれるものとする。 

またはRI理事会から本クラブに対してᢎ認ならびに指定されている 

地域的なロータリー㞧ㄅを㉎読しなければならない。㉎読の期間は、   

６カ月を1期として取りᢅい、本クラブの会員となっている限り⥅続し 

１期の中㏵で会員でなくなった場合にはその期のᮎ日をもって⤊わる 

ものとする。  

第２節 ― ㉎読ᩱ 

㉎読ᩱは、クラブが各会員から事前にᚩ収し、RI又はRI理事会が決定 
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した通り、㉎読する地域㞧ㄅの事務所に㏦㔠するものとする。 

（ロータリーの目的の受ㅙと定款࣭細則の㡰Ᏺ） 

第１６条  会員は、会費を支ᡶうことによって、ロータリーの目的の中に示されたロー

タリーのཎ則を受ㅙし、クラブの定款࣭細則に㑂Ᏺし、これにᣊ᮰されること

を受ㅙする。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受け

ることが出来る。各会員は、クラブ定款࣭細則の文書を受け取ったかどうかに

かかわらず、定款࣭細則の条項に従うものとする。  

（௰およびㄪ） 

第１７条     

第１節 ― 意ぢの┦ 

現会員またはඖ会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意ぢの㣗 

い㐪いは、理事会の決定を除き、ㄽ争当事者のいずれかがᖿ事にせㄳし、ㄪ 

又は௰によって解決をはかるものとする。 

   第２節 ― ㄪまたは௰の期限 

せㄳを受理してから２１日以内に、理事会はㄽ争当事者と協議して、ㄪ又は 

௰の日取りを決定するものとする。 

   第３節 ― ㄪ 

(a) ㄪの手続きは 

国もしくは州に対し⟶㎄権を有する関ಀ当ᒁによって認されたもの、又は 

(b) ௦᭰の争議の解決方法を含む専門知識に定評のあるඃれた専門職団体によ 

って推⸀されたもの、または 

(c) RI理事会もしくはTRF⟶理ጤ員会が定めた指㔪文書において່められるも 

のとする。 

ロータリアンのみがㄪ人となることが出来る。クラブは、㐺ษなㄪᢏ能と 

⤒㦂を有するㄪ人を௵するよう地区࢞バࢼーもしくは࢞バࢼーの௦理人に 

౫㢗することが出来る。 

     (a) ㄪの結果 

ㄪ後にㄽ争当事者が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるもの 

とし、各当事者、ㄪ人、及び理事会に記録を１部ずつᥦ出するものとす 

る。クラブへの報ᥦ౪のために、当事者がᢎㅙできるせ⣙文をస成する 

ものとする。ㄽ争当事者の一者がㄪ内ᐜを༑分にᒚ行しなかった場合、 

いずれのㄽ争当事者も会長またはᖿ事を通じて、更にㄪをせㄳすること 

が出来る。 

     (b) ㄪのኻᩋ 

ㄪをせồしたが、ㄪがኻᩋした場合、ㄽ争当事者は本条の第１節に定 

める௰にッえることが出来る。 

第４節 ― ௰ 

௰がせồされた場合、୧ㄽ争当事者はそれࡒれ１名のロータリアンを௰人 

として指定し、୧௰人は1名のロータリアンを定人としてを指定するも 

のとする。 

   第５節 ― ௰人または定人の決定 
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௰人によって下された決定もしくは୧௰人が合意に達しᚓなかった場合、 

定人による決定が᭱⤊であって、当事者すべてにᣊ᮰力のあるものとなり、 

ᥦッすることは出来ない。 

（細則） 

第１８条   

本クラブは、RIの定款࣭細則、RIによって⟶理上の地域༢位が認められている場合 

には、その手続規則、および本定款と合⮴する細則を᥇⏝するものとし㸪細則は、 

本クラブの⟶理のために、さらに㏣加規定を設けるものとする。 

細則は、その規定に従い、ᨵ正することが出来る。 

推奨ロータリークラブ細則はあくまで推奨であって、RI定款࣭細則、ロータリー 

クラブ定款と▩┪しない限り、クラブが自由にไ定することが出来る。  

（ᨵ正） 

第１㸷条    

第１節 ― ᨵ正の方法 

本条第２ 節に規定されている場合を除き、本定款は、規定ᑂ議会における投票 

者の㐣༙ᩘの㈶成票によってのみᨵ正出来る。 

第２節 ― 第２条と第４条のᨵ正 

第２条（名称）および第４条（クラブの所在地域）は、定㊊ᩘを満たしたᩘの 

会員が出席したクラブの例会において、いつでも、全投票会員の᭱ప３分の２ 

の㈶成投票によって、ᨵ正することが出来る。ᨵ正の通告は、その例会の少 

なくとも２１日前に、各会員及び࢞バࢼーに㒑㏦されるものとする。 

ᨵ正は、RI理事会にᥦ出するものとし、ᢎ認された時にึめてそのᨵ正はຠ力 

を発する。࢞バࢼーは、ᥦ出されたᨵ正に関して RI理事会に意ぢをᥦ౪する 

ことが出来る。  


